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野田市サッカー協会規約       

 
（平成１２・４・１）  

 

〔改正沿革〕平成１４年３月３０日  

            平成１７年４月  １日  

            令和  ５年４月  １日  
 

   第一章  名称及び事務局  

 
     第１条  この協会は、野田市サッカー協会と称し、事務局を会長宅に置く。  

 

      第二章  目的及び事業                        

 

     第２条  本協会は、野田市におけるサッカー団体の統轄機関であって、加盟団体間       
の親睦とサッカー競技の正しい普及と発展とを図り、もって市民の心身の       

健全な発展に寄与することを目的とする。  

 

     第３条  本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。   
          （１）  試合、競技会、講習会等の開催に関すること。  

           （２）  サッカー技術の研究、及び指導に関すること。  
           （３）   野田市を代表するチームの役員及び選手の選定に関すること。  

           （４）  サッカー競技に関する公式記録の作成及び保存に関すること。  

           （５） 野田市サッカー界を代表する唯一の団体として財団法人野田市スポ          

ーツ協会に加盟すること。  

           （６）  その他本会の目的を達成するために必要な事項。  

 
      第三章  会員  

 
     第４条  野田市において、本協会の趣旨に賛同する団体及び個人は別に定める規定       

により加盟登録を申請し、役員会の議決を得て次の種別毎の会員となる。  

      第一種  社会人及び学生（中学生以上）  

            第二種  高校生  
            第三種  中学生  

            第四種  小学生  

 
      第四章  登録  

  

     第５条  各種会員になろうとする団体及び個人は、次に揚げる手続きにより、登録       

申請を行う。       

           （１） 第一種及び第三種に該当する団体は、毎年本協会に登録料（大会費          

等その都度考慮する）を納入し、且つ団体及び個人登録申請用紙を提          

出しなければならない。  

         （２） 第二種及び第四種に該当する団体及び個人は、本協会に申請用紙を          

提出しなければならない。  

 

      第五章  総会  

 

     第６条  総会は、役員及び代表者をもって構成され、本協会の議決機関とする。                                   
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     第７条  総会は、年１回、年度始めに開催する。但し、必要がある場合は、臨時に            

会長が召集する。                          

  
     第８条  総会は、構成員の１／２以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半       

数で決議する。可否同数の時は、議長の決するところによる。  

                          

     第９条  総会は、次のことを行う。  

         １  規約の改正・廃止の審議・承認  
         ２  事業報告及び決算の承認  

         ３  事業計画及び予算の審議・承認  

         ４  細則の制定・改訂・廃止の審議・承認  

         ５  登録費の審議・承認  

         ６  会長、副会長、会計及び会計監査の選任  

         ７  理事の承認  

     ８   その他  

 
            第六章  役員  

 

   第１０条  本協会に次の役員を置く。  

            （１）  会長              １名  
            （２）  副会長             若干名  

            （３）  理事（各種、各委員会代表者他）２０名以下  
            （４）  会計              若干名  

            （５）  会計監査            若干名  

 

   第１１条  本協会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の推挙により会長が委        

嘱する。顧問は会長の諮問に応じることができる。   

 
   第１２条  会長は本協会を代表し、会務を総理する。また、理事を役員会に推挙す        

ることができる。副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を          

 
 第１３条  各種毎に次の理事を置く。   

            １  第一種の理事は、社会人の代表者１名とする。  
            ２  第二種の理事は、高体連の代表者１名とする。  

            ３  第三種の理事は、中体連の代表者１名とする。  
      ４  第四種の理事は、四種団体の代表１名及び、スポーツ少年団の代表１        

名とする。  

  
 第１４条  会長、副会長、理事、会計、及び会計監査は、役員会において推挙され、       

総会において選任される。役員の任期は２年とし、再任を妨げない。     

２  補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任
期間とする。  

３  役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行
う。  

 

      第七章  代表者  
 

   第１５条  本協会に次の代表者を置く。  

            （１）  各団体より１名  

            （２）  会長推薦で若干名  
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      第八章  会議   

 

   第１６条  本協会に次の会議を置き、定足数はすべて１／２以上とし、出席者の過        

半数をもって決する。  

            （１）  総会  

            （２）  役員会    

            （３）  代表者会  

 
      第九章  役員会   

                                   

   第１７条  役員会は、第１０条の役員で構成し、次の事業を行う。  

            （１）  総会に提案する議案の作成    

            （２）  代表者会に提案する議案の作成               

            （３）   野田市スポーツ協会との連絡調整及び事業への参加  

            （４）  各部間、各種間の連絡、調整及び協力  

            （５）  その他、緊急事項の処理  
 

            第十章  代表者会  

                            

   第１８条  代表者会は、第１５条の代表者及び会長、副会長及び理事の一部で構成し、 
           次の事業を行う。  

            （１）  各種大会・事業の実施計画の審議・承認。   
            （２）  各種大会・事業の運営。  

            （３）  その他  

 

            第十一章  事務局  
 

   第１９条  本協会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。  
            事務局員は、会長が委嘱する。  

 

            第十二章  審判委員会  
 

   第２０条  本協会に審判委員会を設置し、サッカー競技の健全な普及と競技技術の  

    向上を図る。  

 
   第２１条  審判委員会は、日本サッカー協会の資格保持者で、且つ審判部に登録し  

      た者で構成する。  

 
           第十三章  育成委員会  

 

   第２２条  本協会に育成委員会を設置し、第２種、第３種、及び第４種の会員の育         

成を行い、野田市内のサッカーの普及に努める。  

   
  第２３条  育成委員は、役員会で選任する。  

 

      第十四章  会計  
 

   第２４条  本協会会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。 
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第十五章  規約改正   

 

   第２５条  この規約の変更は、総会の議決による。  
 

第十六章  社団法人  千葉県サッカー協会社員の推薦  

 

   第２６条  社団法人千葉県サッカー協会会員規則第 5 条により、本協会から代表１  

           名を選出し、その１名を社団法人千葉県サッカー協会社員に推薦する。  
 

  第２７条  社団法人千葉県サッカー協会社員に推薦される代表１名は、役員会に            

おいて推挙され、総会において選任される。任期は、社団法人千葉県サッカ

ー協会定款による。  

 

           第十七章  補  則  

       

  第２８条  本規約の制定変更に関する事項は、役員会で協議し、総会に計る。  
  

   第２９条   本規約は、平成１２年４月１日より施行する。  

 

   第３０条   審判委員会の予算等については、別に定める。                                                           
   第３１条   この規約は、平成１４年４月１日から施行する。                                                                            

   第３２条   この規約は、平成１７年４月１日から施行する。                       
   第３３条  この規約は、令和  ５年４月１日から施行する。                                                                        

   第３４条   この規約は、  令和  ７年４月１日から施行する。                         
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 野田市サッカー協会  育成委員会  

 

（目的）  
    第２種、第３種、及び第４種の会員の育成を行い、野田市内のサッカーの普及    

に努める。（規約第 22 条）  

 

（事業）  

        上記目的を達成するために、次の事業を行う。  
 

      ・  指導者を養成するために、年１回の日本サッカー協会公認Ｄ級コーチ養成講     

習会の実施。  

 

      ・  トレセン活動。  

 

      ・  その他、第２種、第３種、及び第４種の会員の技術向上など育成に関する     

こと。  
 

（組織）  

        野田市サッカー協会の育成委員（技術担当理事）があたる。  

 

 
委員長  

 

     （梅平成一）  
      委員会の総括                     

      各種事業の企画・会計処理                                 

 
 

                                          

    

 

 
 

 

運   営  

 

 
 

 

記   録  

 

 
 

 
 

 

運   営  

 

 
 

 
 

 

 渉  外  

 

 
 

              
 

  

４種担当  

 

 

３種担当  

 

 

２種担当  

 

     （山崎重夫）  

      各種事業の  

      運営          （大竹  祐亮）  （吉田  竜我）（吉田  有政）   

                    各種事業の     各種事業の    県との調整  

                    記録           運営                                     
 

 
 

 

 


